
特 記 仕 様 書 
多治見市上下水道施設課 

 

工 事 番 号   施下改 第 ９ 号 

工 事 名   №２汚水揚砂装置改良工事 

施 工 場 所   多治見市 前畑町 5丁目地内  

工 事 内 容   池田下水処理場内設備である合流系№2汚水揚砂装置の改良 

      

・合流系№2汚水揚砂装置改良                 ・・・ １台 

機器仕様 

項  目 仕  様 備 考 

形    式 埋没防止型バケットコンベヤ沈砂掻揚機  

水 路 寸 法  幅 4.5m 深さ 6.1m 長さ 10m  

  バケット寸法 長さ 2.5m   

電動機出力             2.2KW  

電    源 440Ｖ× 60Ｈｚ  

 

・アタッチメント（Vバケット取付用）            ・・・ ６０個 

  ＳＳ４００ １９２×１８４ 

・ボルトナット                       ・・・ ６０個 

  ＳＵＳ  Ｍ２０×７０ 溝付ナット、割ピン付き    

・ボルトナット                      ・・・ １２０個 

  ＳＵＳ  Ｍ１２×５５  

・Ｖバケット加工                     ・・・ ６０箇所 

 （アタッチメント取付部加工品取付） 

 

・試運転調整                           ・・・ 1 式 

 

・付帯工                             ・・・ 1 式 

 

※その他 

Ｖバケットが脱落している箇所について引揚再取付は本修繕内とする。 

沈砂池内の止水作業は本修繕内とする。 

沈砂池内での作業であるため天候及び降雨状況により作業を中止するなど安全作業を徹底すること。 

停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。 

消耗品等についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めるものとする。 

廃棄物の減量及び管理等について法令を遵守するなど、廃棄物全般について留意する。 

 

妨害又は不当要求に対する通報義務 

1.受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な

理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警

察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止

措置を講じることがある。 

2.受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了

することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。 


